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5つのガイドラインの概要

A
障害福祉サービス等の提供
に係る意思決定支援ガイド
ライン

●障害のある人
知的障害、精神障害、発達障
害のある人など、障害福祉
サービスを必要とする人

●認知症の人
認知機能の低下が疑われる
人も含む

●人生の最終段階を迎えた人 ●身寄りのない人
医療に係る意思決定が困難
な人

●成年被後見人 ●被保佐人 
●被補助人

●事業者等 ●周囲の人 ●医療従事者介護従事者家族 
等

●医療従事者介護従事者成
年後見人 等

●成年後見人 ●保佐人 
●補助人 ●中核機関 
●行政職員 等

日常生活・社会生活の意思
決定の場面

日常生活・社会生活の意思
決定の場面

人生の最終段階 入院・医療に係る意思決定
が困難な場面

本人にとって重大な影響を与
えるような法律行為＋付随し
た事実行為の場面

チーム＋本人の環境調整＋
本人による決定の支援

チーム＋本人の環境調整＋
意思形成・表明・実現支援

チーム＋適切な情報提供＋
本人による決定の支援

同左 チーム＋本人の環境調整＋
意思形成・表明支援
※実現支援は、後見人等の身上保護
の一環として取り組むこととされ
ている

推定意思・選好の尊重(優先)
→本人にとっての最善の利益
の追求（最後の手段）

推定意思・選好の尊重
※代理代行決定については本ガ
イドラインの対象外とすること
を明記

推定意思の尊重＋本人にと
っての最善の方針に基づく
対応

同左 推定意思・選好の尊重(優先)
→本人にとっての最善の利益
の追求（最後の手段）

B
認知症の人の日常生活・社会
生活における意思決定支援
ガイドライン

C
人生の最終段階における医療
・ケアの決定プロセスに関す
るガイドライン

D
身寄りがない人の入院及び医
療に係る意思決定が困難な人
への支援に関するガイドライン
※身寄りがない場合の医療機関等
の対応等に係る部分を除く

E
意思決定支援を踏まえた後見
事務のガイドライン


